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  （使用者団体の長） 殿 

 

平成２３年東北地方太平洋沖地震により被害を受けた有期契約労働

者及びパートタイム労働者への配慮に関する要請書 
 

 

 労働行政の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り感謝申し上げます。 

 ３月１１日に発生した平成２３年東北地方太平洋沖地震により、多数の尊

い人命が失われ、かつ、甚大な経済的被害がもたらされました。犠牲となら

れた方々に対し、心より哀悼の意を表させていただきます。 

 今般の震災及びこれに伴う計画停電の実施により、今後相当の期間にわた

り、経済活動と雇用への重大な影響が生じることが懸念されており、特に、

急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者及びパートタイム労働者

については、年度末を迎えていることもあり、その解雇・雇止めにより、生

活の基盤となる職場を失うおそれがあります。 

 このため、事業主の皆様におかれても、「有期労働契約の締結、更新及び雇

止めに関する基準」（平成 15年厚生労働省告示第 357号）に規定する措置を

講じていただくとともに、有期契約労働者及びパートタイム労働者の雇用の

安定とその保護を図るための最大限の御配慮をお願いいたします。 

 また、雇用の維持を図りつつも、やむを得ず休業する場合には、雇用調整

助成金を活用するなどして、休業についての手当を支払っていただくようお

願いいたします。特に、雇用調整助成金については、事業主の皆様の雇用維

持の努力を一層強力に支援するために既に特例措置を決定するなど、政府を

挙げて対策に努めることとしています。雇用調整助成金については、労働局

又はハローワークで御相談を承っておりますので、こうした措置を是非御活

用ください。 

 このように、有期契約労働者及びパートタイム労働者の雇用維持・確保に

向けて、上記のとおり、貴団体の会員企業に対し、御協力をお願いしたく、

周知啓発されるようお願い申し上げます。 

 

 厚 生 労 働 大 臣 

 

（署   名） 

 

 



○ 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年10月22日厚生労働省告

示第357号)

(契約締結時の明示事項等)

第１条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。) の締結

に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無

を明示しなければならない。

２ 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使

用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示し

なければならない。

３ 使用者は、有期労働契約の締結後に前２項に規定する事項に関して変更する場合には、

当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。

(雇止めの予告)

第２条 使用者は、有期労働契約(当該契約を３回以上更新し、又は雇入れの日から起算

して１年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新し

ない旨明示されているものを除く。次条第２項において同じ。) を更新しないこととし

ようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の３０日前までに、その

予告をしなければならない。

(雇止めの理由の明示)

第３条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証

明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

２ 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった

理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(契約期間についての配慮)

第４条 使用者は、有期労働契約(当該契約を１回以上更新し、かつ、雇入れの日から起

算して１年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。) を更新しようとする場合

においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長

くするよう努めなければならない。



東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により 

事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

（具体的な活用事例） 

○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客

が無い等のため事業活動が縮小した場合。 

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であ

り生産量が減少した場合。 

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農

産物の売り上げが減少した場合。 

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。 

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を

行う場合にも、助成対象になります。 

（主な支給要件） 

○  最近３か月の生産量、売上高等がその直前の３か月又は前年同期と比べ５％以上減少している

雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。 

○  休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要

がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせ

ください。 

○  さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所

の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近１か月の生産量、売上高等がその直前の 1か

月又は前年同期と比べ５％以上減少していれば対象となります。 

※ 平成23年６月16日までの間については、災害後１か月の生産量、売上高等がその直前の１

か月又は前年同期と比べ５％以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に

提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハロ

ーワークにお問い合わせください。 

【概要】 

雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金を含む。）は、経済上の理由により事業活動の

縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、

当該休業等に係る休業手当相当額等の一部（中小企業で原則８割）を助成する制度です。 

本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合に

ついても利用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅

速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。 

※ 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由（避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等）とした事業活

動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。 
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